
7 2019年2月 広報えな 2019年2月広報えな 6

 

市
・
県
民
税
申
告

とき（土・日を除く） 対象地区

２月１８日㈪～２１日㈭ 大井町

南　部
５地域

２月２２日㈮～２７日㈬ 長島町

２月２８日㈭～ 3 月1日㈮ 東野

３月４日㈪ 飯地町

３月５日㈫ 中野方町

３月６日㈬ 笠置町

３月７日㈭ 武並町

３月８日㈮ 三郷町

３月１１日㈪～１５日㈮ 市内全域

●市役所会議棟での受け付け●

申告会場 とき 対象地区

中野方
コミセン

２月７日㈭ １区～５区

２月８日㈮ ６区～１１区

飯地コミセン ２月１２日㈫ 飯地町全域

串原コミセン ２月１２日㈫～
２月１３日㈬ 串原全域

上矢作
コミセン

２月１３日㈬～
２月１５日㈮ 上矢作町全域

笠置コミセン
２月２１日㈭ 毛呂窪

２月２２日㈮ 姫栗・河合

武並コミセン
２月２５日㈪ 藤

２月２６日㈫ 竹折

三郷コミセン
２月２７日㈬ 野井

２月２８日㈭ 佐々良木・椋実

山岡
振興事務所

３月１日㈮～
３月５日㈫

（土・日を除く）
山岡町全域

明智
振興事務所

３月６日㈬～
３月１２日㈫

（土・日を除く）
明智町全域

岩村コミセン ３月１３日㈬～
３月１５日㈮ 岩村町全域

■各地域での受け付け■

※コミセン＝コミュニティセンターの略

 

所
得
税
申
告

要介護認定を受けている方は

障害者控除の対象

　６５歳以上の方で、介護保険制度
に基づき要介護１から５もしくは、
要支援２の認定を受けている方は、
身体障害者手帳などを取得してい
なくても、所得税法や地方税法上
の「障害者控除」が受けられます。
この控除には「障害者控除対象者
認定書」が必要です。認定証が必
要な方は、介護保険被保険者証を
持って、高齢福祉課か恵那南部地
域の振興事務所へお越しください。
　身体障害者手帳などを持ってい
る方は、手帳を提示することで障
害者控除が受けられます。
※本人や家族以外の方が申請する
場合は、委任状が必要です
　　高齢福祉課☎２６‐２１１１（内線
１６３）

□とき　２月１８日㈪～２８日㈭▶午
前の部＝午前９時半～正午▶午後の
部＝午後１時～４時
※土曜日、日曜日を除く
□ところ　中津川商工会議所ホール
　　中津川税務署☎0573-66-120
2

　平成３０年分の市・県民税と所得税の確定申告が２月
１８日㈪（一部地域は２月７日㈭）から始まります。期
間の終盤になると大変混雑しますので、申告は早めに済
ませてください。

市・県民税、所得税の確定申告
受付期間は

（平日のみ）２月１８日㈪～３月１５日㈮

申
告
相
談
の
受
付
会
場

　
各
会
場
の
初
日
や
月
曜
日
は
特
に
混
雑
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
時
間
に
ゆ
と
り
を

持
っ
て
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。
各
地
域
で
も

申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く

市
役
所
会
議
棟
で
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

●
市
役
所
会
議
棟
で
の
申
告
受
け
付
け

□
と
き
　
２
月
１８
日
㈪
～
３
月
１５
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
５
時
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除

く
）

■
各
地
域
で
の
申
告
受
け
付
け

□
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時（
土
曜
日
、

日
曜
日
を
除
く
）

申
告
の
必
要
な
方

　
平
成
３１
年
１
月
１
日
に
市
内
に
住
所
が
あ

る
方
は
原
則
、
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
平
成
３０
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方

・
給
与
収
入
の
み
で
年
末
調
整
を
し
た
方

・
公
的
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
方
で
各

種
控
除
を
し
な
い
方

※
平
成
３０
年
中
に
所
得
が
無
か
っ
た
方
で

も
、
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
保
険
料
の
算
定

の
た
め
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

申
告
に
必
要
な
も
の

❶
市
・
県
民
税
申
告
書
　
❷
印
鑑
　
❸
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
通
知
カ
ー
ド
と
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
　
❹
平
成
３０
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
も
の
、
源
泉
徴
収
票
（
給
与･

公

的
年
金
）、
報
酬
等
支
払
調
書
、
事
業
の
収

支
内
訳
書
な
ど
　
❺
保
険
料
控
除
証
明
書

（
社
会
保
険
料
・
個
人
年
金
・
生
命
保
険
料
・

介
護
医
療
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
）

※
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
に
係
る
社
会
保
険

料
控
除
を
受
け
る
場
合
、
支
払
証
明
書
の
添

付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
年
金

機
構
な
ど
か
ら
送
付
さ
れ
た
証
明
書
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い

■問い合わせ　
市・県民税申告は税務課　☎ 26-2111（内線 128）
所得税申告は中津川税務署☎ 0573-66-1202  　　 

特集｜市・県民税、所得税の確定申告

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
で
電
子
申
告

　
平
成
３１
年
１
月
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申
告
用
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
る

こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

が
無
く
て
も
確
定
申
告
の
電
子
申
告
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、

税
務
署
で
本
人
確
認
を
行
っ
た
上
で
交
付
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
を
使
っ
て
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

か
ら
電
子
申
告
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
従
来

の
電
子
申
告
も
可
能
で
す
。

※
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
利
用
で
き
ま
す

確
定
申
告
の
必
要
な
方

・
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得
な

ど
の
合
計
額
が
、
各
種
所
得
控
除
金
額
の
合

計
額
よ
り
多
い
方

・
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
他
の

所
得
金
額
（
給
与
所
得
、退
職
所
得
を
除
く
）

の
合
計
額
が
２０
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

・
医
療
費
控
除
や
寄
付
金
控
除
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
を
受
け
、

税
金
の
還
付
を
受
け
る
方

・
そ
の
他
、
消
費
税
や
贈
与
税
の
申
告
が
必

要
な
方

マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
さ
れ
た
方
へ

の
確
定
申
告
書
作
成
相
談
会

□
と
き
　
２
月
１４
日
㈭
、
１５
日
㈮
▽
午
前
の

部
＝
午
前
９
時
～
１１
時
半
▽
午
後
の
部
＝
午

後
１
時
～
４
時

□
と
こ
ろ
　
中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

□
対
象
　
平
成
３０
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど

で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
や
増
築
さ
れ
、
引
き

続
き
居
住
さ
れ
て
い
る
方

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

　
平
成
２９
年
分
の
申
告
か
ら
、
医
療
費
の
領

収
書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
、「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

※
医
療
費
の
領
収
書
は
５
年
間
保
管
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す

配
偶
者
特
別
控
除
の
拡
大

　
申
告
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
の
合

計
所
得
金
額
が
３８
万
円
を
超
え
７６
万
円
未
満

が
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
３０
年
分
か
ら
合
計
所
得
金
額

の
範
囲
が
１
２
３
万
円
以
下
ま
で
に
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。

※
控
除
の
額
は
、
合
計
所
得
金
額
に
よ
り
段

階
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

□
と
き
　
２
月
１８
日
㈪
～
３
月
１５
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
５
時
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除

く
）

※
受
付
終
了
時
間
は
午
後
４
時

□
と
こ
ろ
　
中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

（
中
津
川
市
か
や
の
木
町
１
番
２０
号
）

※
こ
の
期
間
中
、
中
津
川
税
務
署
で
は
申
告

相
談
を
行
い
ま
せ
ん

税理士による無料税務相談

問

問


